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インドネシア観光法iにおける「観光」の定義規定からの 

観光立国推進基本法における「観光」の定義規定への示唆 

A Legislative Suggestion toward Definition of ‘Kanko’ or ‘Tourism’ in the Japanese Law from a perspective of 

the Indonesian Law 

 

身玉山 宗三郎* 

MITAMAYAMA Sozaburo 

 

 This paper provides a legislative suggestion to the Japanese Law that has no law-level definition of ‘Kanko’ or ‘Tourism’ by analyzing the 

Indonesian Law which has law-level definitions of ‘Tourism’. Japan is aiming to increase inbound tourists. The Japanese diet has made a basic 

law called ‘Kanko Rikkoku Suishin Kihon Ho’ to facilitate various actors to achieve that goal. However, in that law, the definition of ‘Kanko’ or 

‘Tourism’ is not stated. So the law is executed without the basic concept. There are some versions of definitions of ‘Kanko’ or ‘Tourism’ that can 

be called official but that definition looks like out of date as well.  

 Indonesian Law also seems to face some difficulty to define ‘Tourism’ but has made a breakthrough by providing 3 definitions to similar concepts 

that may be a good legal sample for Japan to consider. 
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１． はじめに 

(1) 背景 

 我が国の観光学において、基本的な用語である「観光」

の定義には、定量的研究を可能ならしめる形態での定説

が存在しないといわれる ii。また、観光学は学際的な学問

といわれるが、観光学を社会学の一分野として捉える立

場iii、観光学を経営学の一分野として捉える立場 iv、観光

学を政策学の一分野として捉える立場v、および観光学を

学際的であるが一応独立した学問分野として捉える立場

viがそれぞれ存在している。 

 このような学問的状況下で「観光」を法的に捉えよう

とした場合、我が国観光立国推進基本法は、「観光は、国

際平和と国民生活の安定を象徴するものであって、その

持続的な発展は、恒久の平和と国際社会の相互理解の増

進を念願し、健康で文化的な生活を享受しようとする我

らの理想とするところである。また、観光は、地域経済

の活性化、雇用の機会の増大等国民経済のあらゆる領域

にわたりその発展に寄与するとともに、健康の増進、潤

いのある豊かな生活環境の創造等を通じて国民生活の安

定向上に貢献するものであることに加え、国際相互理解

を増進するものである。」と規定しているviiが、同法は「観

光」についての公定的性質を規定するのみで、法文中の

「もの」が現象なのか行為なのか不明で、「もの」の基礎

概念を与えていない。 

 

 (2) 本稿の目的と方法 

 本稿では、「観光」の定義をめぐる学問的状況を確認し、

上記我が国観光立国推進基本法における「観光」の規定

とインドネシア観光法における「観光」の定義規定を比

較考察することにより、我が国観光立国推進基本法にお

ける「観光」の定義規定へ示唆を与えることviiiを目的と

する。 

 

２・ 「観光」の定義をめぐる学問的状況の確認ix 

（１）同語反復となってしまって定義になっていない定

義 

＊大阪観光大学観光学部 
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 比較的最も新しい文献である中尾（２０１７）による

と、「観光とは、観光者が自己の自由時間に非日常生活圏

で行う様々な活動で、観光消費を伴うものであり、非定

住性原則・非営利性原則を有する活動である」とするx。 

 この説は、「観光」の定義中に「観光」の語を使用して

しまっており、同語反復であって、定義とは言いがたい。  

 

（２）「観光」を「楽しみのための旅行」と定義する説 

  前田（２０１２）xi、岡本（２００２）xii、ジェイテ

ィービー能力開発（２０１１）xiiiは、「観光」を「楽しみ

のための旅行」と定義する。また、tourism の言葉の意味

を traveling for pleasure に限定する。 

  類似のものとして、香川（１９９６） xivは、観光

=tourism の含意として、①楽しみを目的とする旅行、②

楽しみを目的とする旅行に関わる事象の２つが与えられ

ることになるという。 

  「楽しみのための旅行」と定義する説では、「楽しみ

のためとはいえない旅行」、例えば医療ツーリズムや

MICExv、を説明できず、妥当でない。 

 

（３）観光政策審議会答申における「観光」の定義を採

用する説 

 観光政策審議会答申（平成７年（１９９５年）６月２

日答申第３９号）は、「観光」の定義を「余暇時間の中で、

日常生活圏を離れて行う様々な活動であって、触れ合い、

学び、遊ぶということを目的とするもの」と考える、と

している。 

 観光企画調査研究会（平成７）xviと交通公社教育開発

教材出版事業部（２０００）xviiが、この説を採用してい

る。足羽（１９９８）xviiiは、昭和４４年４月観光政策審

議会答申中の「観光」の定義を採用している。  

 長谷編（平成１２）xixは、「観光」の定義を、自由時間

における日常生活圏外への移動をともなった生活の変化

に対する欲求から生ずる一連の行動とし、観光政策審議

会答申（平成７年（１９９５年）６月２日答申第３９号）

による「観光」の定義を若干広げたものと考えられる。

なお、長谷編（平成１２）は、「観光」=「tourism」と捉

える。 

 しかしながら、この定義の中の、「余暇時間」や「自由

時間」という要素には問題があり、とりわけ観光企画調

査研究会（平成７）p.9 の図で入院と商用を明示的に「観

光」から除外しており、医療ツーリズムや MICE を説明

できなくなっており、現状では妥当しないものとなって

いると考えられる。 

 なお、向山（２００９）xxは、１９９５年の観光政策審

議会答申と、世界観光機関(UNWTO)による「ツーリズム」

の定義を併記し、「観光」=「ツーリズム」とはとらえな

い。「ツーリズム」を「旅行」に近い概念として、ビジネ

ス目的の旅行を含むとしている。 

 

（４）上記「観光」の定義を批判する説 

 溝尾（２００３）xxiは、「観光をもっとも狭義に使用す

るならば、『易経』の観光になり、英語ではそれはサイト

シーイングの語がふさわしい。観光を広義に使用すると

きには、観光とレクリエーションと保養・休養を目的と

した「旅行」になり、観政審の定義が該当する。英語の

ツーリズムは、この広義の観光にさらに、ビジネスと家

事帰省を加えたすべての目的を含めた旅行でしようされ

るのが主流を占めている。したがって、ツーリズムに該

当する日本語は、「旅行」であり、ツーリズム・インダス

トリーも旅行産業とするのが望ましい。次に観政審の観

光は、レクリエーションの一部であるというのは国際的

に例が少なく通用しない。」と、観光=ツーリズムでなな

いと、明晰に説明し、観光政策審議会答申（平成７年（１

９９５年）６月２日答申第３９号）の定義も国際的に通

用しないと痛烈に批判している。 

 筆者も、この批判に賛同するものであり、「ツーリズム」

＝「旅行」と捉えることで、医療ツーリズムと MICE の

説明も可能になると考えている。 

 

（５）「観光」の定義に絶対的なものはないとする説 

 塩田（平成１１）xxiiは、「「観光」の定義に絶対的なも

のはない。なぜなら、それは時代背景が変わるにつれて

ともに変わっていくからである。」とする。 

 この説明が正しいとしても、「観光」を対象として研究

等を行う場合、仮に定義づけすることは必要である。  

 

（６）小括 

 上記（２）〜（３）の「観光」の定義が妥当でない理

由として、医療ツーリズムや MICE を説明できないこと
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を挙げた。上記（２）〜（３）の「観光」の定義によっ

て、現実社会の現象をうまく説明できた時代もあったで

あろうが、現在ではうまく説明できなくなっているわけ

である。旧来の説では現象をうまく説明できない場合、

現象をよりうまく説明できる説を採用するのが科学的な

態度といえる。 

 筆者は、（４）の溝尾（２００３）の分析に賛同するも

のである。日本語の「観光」を説明する際に引き合いに

出されるのが、『易経』であるが、この意味の「観光」を

「tourism」の訳語として使用することは、今や誤りであ

るというべきである。まず「観光」=「tourism」ではない

と確認されなければならないと思う。  

 その上で、「旅行」＝「tourism」と捉え、「観光学」を

「旅行学」として、学問や政策を構築することが、無理

がなく、国際的にもより普遍的な説明が可能となり、ふ

さわしいと考えられる。 

 

３． インドネシア観光法（インドネシア共和国法律２

００９年第１０号）の構成 

  インドネシア観光法（インドネシア共和国法律２

００９年第１０号）の構成は次のとおりxxiiiである。 

 

資料-1 インドネシア観光法（インドネシア共和国法律

２００９年第１０号）の構成 

 インドネシア観光（Kepariwisataan）法（インドネシア

共和国法律２００９年第１０号） 

  大統領による法律制定文言 

  考量規定（法律制定の背景） 

  関連法令規定 

  第１章 総則 

   第１条 １号〜１５号まで 定義規定 

  第２章 原理xxiv、機能、及び目的 

   第２条 原理 

   第３条 機能 

   第４条 目的 

  第３章 観光（Kepariwisataan）実施原則 

   第５条 観光（Kepariwisataan）実施原則 

  第４章 観光（Kepariwisataan）開発xxv 

   第６条 観光（Kepariwisataan）開発実施原理（第

２条の準用） 

   第７条 観光（Kepariwisataan）開発の種類 

   第８条 観光（Kepariwisataan）開発計画 

   第９条 観光（Kepariwisataan）開発計画策定者 

   第１０条 観光（Kepariwisataan） 政府による国内

外からの投資促進 

   第１１条 研究と開発 

  第５章 戦略地域 

   第１２条 戦略地域の指定要件等 

   第１３条 戦略地域の種類と指定者等 

  第６章 観光（Pariwisata）業 

   第１４条 観光（Pariwisata）業の種類 

   第１５条 観光（Pariwisata）業者の登録 

   第１６条 観光（Pariwisata）業者の登録の見直し

等 

   第１７条 中小業者の保護 

  第７章 権利、義務、及び禁止 

   第１部 権利 

   第１８条  法律に基づく、政府による観光

（Kepariwisataan）規制 

   第１９条 全ての人の権利 

   第２０条 全ての観光旅行（Wisata）者の権利 

   第２１条 障害者、児童、高齢者の観光旅行

（Wisata）者の権利 

   第２２条 全ての観光（Pariwisata）業者の権利 

   第２部 義務 

   第２３条 中央政府と地方政府の義務 

   第２４条 全ての人の義務 

   第２５条 全ての観光旅行（Wisata）者の義務 

   第２６条 全ての観光（Pariwisata）業者の義務 

   第３部 禁止 

   第２７条 全ての人が禁止される行為 

  第８章 中央政府と地方政府の権限 

   第２８条 中央政府の権限 

   第２９条 州政府の権限 

   第３０条 県市政府の権限 

   第３１条 表彰 

   第３２条 中央政府と地方政府による情報提供 

  第９章 調整 

   第３３条 中央政府による戦略的セクターxxvi間

調整 
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   第３４条 正副大統領による戦略的セクター間調

整指揮 

   第３５条 大統領規則による規制 

  第１０章 インドネシア観光(Pariwisata)促進機構 

   第１部 インドネシア観光(Pariwisata)促進機構 

   第 ３ ６ 条  政 府に よ る イ ン ド ネ シ ア 観 光

(Pariwisata)促進機構設置支援義務 

   第３７条 インドネシア観光(Pariwisata)促進機構

の組織構成要素 

   第３８条 インドネシア観光(Pariwisata)促進機構

の政策決定者要素 

   第３９条 インドネシア観光(Pariwisata)促進機構

の政策決定者要素による政策実施者要素の決定  

   第４０条 インドネシア観光(Pariwisata)促進機構

の政策実施者要素 

   第４１条 インドネシア観光(Pariwisata)促進機構

の任務 

   第４２条 インドネシア観光(Pariwisata)促進機構

の資金源 

   第２部 地方観光(Pariwisata)促進機構 

   第４３条 地方政府は地方観光(Pariwisata)促進機

構設置を支援しうることxxvii 

   第４４条 地方観光(Pariwisata)促進機構の組織構

成要素 

   第４５条 地方観光(Pariwisata)促進機構の政策決

定者要素 

   第４６条 地方観光(Pariwisata)促進機構の政策決

定者要素による政策実施者要素の決定  

   第４７条 地方観光(Pariwisata)促進機構の政策実

施者要素 

   第４８条 地方観光(Pariwisata)促進機構の任務 

   第４９条 地方観光(Pariwisata)促進機構の資金源 

  第１１章 インドネシア観光(Pariwisata)産業連合 

   第５０条 インドネシア観光(Pariwisata)産業連合

の設置等 

   第５１条 インドネシア観光(Pariwisata)産業連合

の定款等への詳細規定委任 

  第１２章 人的資源研修、標準化、認証、及び労働

力 

   第１部 人的資源研修 

   第５２条 法令に基づく、中央政府と地方政府に

よる人的資源研修の実施 

   第２部 標準化と認証 

   第５３条 観光(Kepariwisataan)分野の業務の標準

化と認証 

   第５４条 観光(Kepariwisataan)分野の業務の標準

と認証手続 

   第５５条 政令への委任 

   第３部 外国人専門労働者 

   第５６条 外国人専門労働者雇用の要件 

  第１３章xxviii  費用支出 

   第５７条 中央政府、地方政府、営業者及び一般

大衆による観光(Pariwisataxxix)費用支出の分担 

   第５８条 観光(Kepariwisataanxxx)費用資金の管理

方針 

   第５９条 地方政府による観光 (Pariwisataxxxi)収

入一部配分義務 

   第６０条 大統領規則による小島での営業者及び

一般大衆による費用支出助成 

   第６１条  中央政府と地方政府による観光

(Kepariwisataanxxxii)分野中小業者のための費用支出機会

提供 

  第１４章 行政罰 

   第６２条 観光旅行(Wisata)者に対する行政罰 

   第６３条 観光(Pariwisata)業者に対する行政罰 

  第１５章 刑罰規定 

   第６４条 観光(Wisata)的魅力 xxxiiiを破壊した全

ての者に対する刑罰 

  第１６章 経過規定 

   第６５条 インドネシア観光促進機構設置時期 

   第６６条 インドネシア観光産業連合設置時期等 

  第１７章 附則xxxiv 

   第６７条 本法施行令の制定時期 

   第６８条 旧法の廃止 

   第６９条 旧法関連法令の有効性と限界 

   第７０条 本法施行日時 

   大統領による公布文言と署名 

   法務人権大臣による副署 

   官報登載文言 
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４. インドネシア観光法における「観光」に相当する語

の定義規定 

  インドネシア観光法における「観光」に相当する語

の定義規定は次の対訳のとおりである。  

 

対訳-1 インドネシア観光法における「観光」に相当す

る語の定義規定 

UNDANG-UNDANG 

REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 

10.TAHUN 2009 

TENTANG 

KEPARIWISATAAN 

 

BAB I KETENTUAN 

UMUM  

Pasal 1 

Dalam Undang-

Undang ini yang 

dimaksud dengan: 

 

1. Wisata adalah 

kegiatan perjalanan 

yang dilakukan oleh 

seseorang atau 

sekelompok orang 

dengan mengunjungi 

tempat tertentu untuk 

tujuan rekreasi, 

pengembangan 

pribadi, atau 

mempelajari keunikan 

daya tarik wisata yang 

dikunjungi dalam 

jangka waktu 

sementara. 

 

2. Wisatawan adalah 

orang yang melakukan 

wisata. 

 

3. Pariwisata adalah 

berbagai macam 

観光に関する法律 

インドネシア共和国法

律２００９年第１０号 

 

 

 

 

第１章 総則 

第１条 

この法律において以下

各号冒頭記載の用語の

定義は以下各号の定め

るところによる: 

 

1. 観光（Wisataxxxv）と

は、個人または人の集団

が、娯楽のため、自己啓

発のため、または訪問地

の観光的魅力の独自性

を学ぶため、短期間、特

定の場所を訪問するこ

とにより行う、旅行活動

をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

2. 観 光 者 xxxvi

（Wisatawan）とは、観光

（Wisata）を行う人をい

う。 

 

3.観光（Pariwisataxxxvii）

kegiatan wisata dan 

didukung berbagai 

fasilitas serta layanan 

yang disediakan oleh 

masyarakat, 

pengusaha, 

Pemerintah, dan 

Pemerintah Daerah. 

 

4. Kepariwisataan 

adalah keseluruhan 

kegiatan yang terkait 

dengan pariwisata dan 

bersifat multidimensi 

serta multidisiplin 

yang muncul sebagai 

wujud kebutuhan 

setiap orang dan 

negara serta interaksi 

antara wisatawan dan 

masyarakat setempat, 

sesama wisatawan, 

Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, 

dan pengusaha. 

とは、様々な種類の観光

(wisata)活動であり、一

般大衆、営業者、中央政

府及び地方政府によっ

て用意された施設やサ

ービスによって支えら

れた活動xxxviiiをいう。 

 

 

 

4. 観 光

(Kepariwisataan xxxix)と

は、観光(Pariwisata)に

関連する全ての活動で、

各個人と国家の需要の

形として、及び、観光者

(Wisatawan)と現地一般

大 衆 、 観 光 者

(Wisatawan)同士、中央

政府、地方政府、及び営

業者との間の交流とし

て、顕現する、多面性を

有し、多分野にわたるも

のをいう。 

 

５. 分析 

（１）インドネシア観光法においては「wisata」を語幹

とする言葉を３種類定義していること 

    インドネシア観光法においては wisata、

pariwisata、kepariwisataan という「wisata」を語幹とする

言葉を３種類定義している。「wisata」はサンスクリット

語源の言葉で人の物理的な移動である「旅行」を意味す

るが、インドネシア観光法においては「wisata」を「観光

旅行」の意味に限定して定義付けしており、筆者xlの経験

上、これは現代インドネシア人の「wisata」に対して抱く

意味に近いといってよい。 

    また、インドネシア観光法は、「pariwisata」を人

の移動たる「旅行」から切り離した、見たり聞いたり体

験したりといった「観光」の意味として定義しており、

一般的な現代インドネシア人が、「wisata」と「pariwisata」

を混用していることが多い現状を法的に整理したといえ
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る。 

    そして、インドネシア観光法は、「wisata」と

「pariwisata」を包含した、もっとも広い概念として

「kepariwisataan」を定義し、言葉の整合性の完成を狙っ

ている。また法文中の「kepariwisataan」の用例をみると、

「kepariwisataan」には「観光現象」を含んでいるようで

あり、この点でも言葉の整合性が図られていると考えら

れる。 

    以上の「wisata」、「pariwisata」、「kepariwisataan」

を性質に基いて仮に訳し分けると次のとおりとなる。  

 

   (i)「wisata」：観光旅行 

      (ii)「pariwiasta」：観光旅行中に行われる活動xli 

      (iii)「kepariwisataan」：観光旅行中に行われる活動

に関連する全ての活動xlii 

  

（２）インドネシア観光法における「観光」は活動（行

為）であること 

    インドネシア観光法においては wisata、

pariwisata、kepariwisataan はともに「kegiatanxliii（活動）」

である旨規定している。「観光」を現象ではなく、「活動

（行為）」と規定することは、法が行為規範であることか

ら、妥当な立法的選択であるといえる。  

 

（３）インドネシア観光法における「観光」の中核とな

る概念 

    既に述べたとおり、インドネシア観光法の規定

の基礎的概念は、「wisata」であり、これは、「観光旅行」

となる。そうすると、「pariwisata」は、観光旅行関連活動、

「kepariwisataan」は、広く「観光」と解しても良さそう

である。しかし、このように解しては、最も広い概念が

最も基礎的な概念の部分となってしまうため、論理的に

整合的ではないxliv。ゆえにインドネシア観光法における

「観光」の中核となる概念について検討する必要がある。 

    この点、インドネシア観光法では「wisata」の定

i) 本稿において「インドネシア観光法」とは、特に断りがな

ければ、「インドネシア観光法（インドネシア共和国法律２０

０９年第１０号）」を指す。 
ii) 佐竹（２０１０）89p。 
iii) かつての立教大学社会学部観光学科など。 
iv) コーネル大学ホテル経営学部（但しホテル経営のみを中心

とする）など。 
v) 高崎経済大学地域政策学部観光政策学科など。 

義規定中、「娯楽のため、自己啓発のため、または訪問地

の観光的魅力の独自性を学ぶためxlv、」として wisata（観

光旅行）の目的を３種類限定列挙している。したがって、

論理的には、この wisata（観光旅行）の目的が、すなわ

ち観光旅行の「観光」に相当すると解すべきこととなる。

これら３種類の目的を一般的に拡張して規範化すると、

インドネシア観光法における「観光」とは、「訪問地xlviで

見たり聞いたり体験したりする行為」と解される。  

 

６. 示唆 

  インドネシア観光法においては、観光旅行（wisata）

を基礎概念として、観光に関する３つの定義規定をおい

ており、また、観光旅行(wisata)から旅行を切り離した「観

光」についても論理的に「訪問地で見たり聞いたり体験

したりする行為」と規定していると解されるところ、我

が国観光立国推進基本法においても「観光」の定義を公

定的に規定することが、「観光」の議論を活発化させ、観

光立国を推進するという法の目的達成の促進に資するの

ではないか。とりわけ、インドネシア観光法のように「観

光」を行為と現象に峻別して規定することも十分検討に

値する案と考えられる。 

  また、２.で述べたとおり、我が国の立法においては、

「観光」、「旅行」、「ツーリズム(tourism)」の関係の整理

も必要となろう。 

 

７. 今後の研究課題 

  本稿は、「観光」の法的定義規定を比較するにとどま

っている。インドネシア観光法が「観光」の法的定義規

定をおいていることが、インドネシアの観光開発xlviiに貢

献しているといえるのか、貢献しているといえるならば

どのような貢献をしているのかを、明らかにすることが

今後の研究課題である。 

 

【補注】 

vi) 大阪観光大学観光学部など。 
vii) 旧観光基本法においても「観光」は、「国際平和と国民生

活の安定を象徴するものであつて、その発達は、恒久の平和

と国際社会の相互理解の増進を念願し、健康で文化的な生活

を享受しようとするわれらの理想とするところである。ま

た、観光は、国際親善の増進のみならず、国際収支の改善、

国民生活の緊張の緩和等国民経済の発展と国民生活の安定向

上に寄与するものである。」といい、「観光」についての公定
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的性質を規定するのみで、「もの」の基礎概念が与えられてい

ない。観光政策審議会の答申については別述。 
viii) 比較法は本来の妥当な意味での政策を客観化する経験的

道具である（シュヴァルツ（１９８８）p.258）。 
ix) 本章は、査読を受けて追補した節である。併せて筆者の立

場を明確にした。 
x) 中尾他編（２０１７）p.5。なお、中尾（２００４）p.5 と

比較すると、「非日常生活圏」が付加されている。 
xi) 前田（２０１２）p.7、前田（１９９８）p.3。 
xii) 岡本（２００２）p.2。 
xiii) ジェイティービー能力開発（２０１１）p.41〜p.42、

p.49。 
xiv) 香川（１９９６）p.3。 
xv) Meeting, Incentive, Conference(Convention), 

Exhibition(Event). 
xvi) 観光企画調査研究会（平成７）p.8。 
xvii) 教材出版事業部編（２０００）p.180。 
xviii) 足羽（１９９８）p.3。  
xix) 長谷編（平成１２）p1。 
xx 向山（２００９）p.1。 
xxi 溝尾（２００３）p.12〜p.13。 
xxii) 塩田（平成１１）p.7。 
xxiii) 本節（インドネシア観光法の構成）を一括して、文末の

【資料】とする方法も考慮したが、「観光」の定義規定の法典

中の位置づけを明らかにすることも本論の一部であるため、

本文中に掲げた。また、文末の【資料】とすると、訳文につ

いての注を記載できないという執筆体裁上の制限もある。 
xxiv) 第２条で「asas」、第５条で「prinsip」がそれぞれ規定

されているところ、「asas」として理念的な単語が羅列されて

いるため「原理」と訳し、「prinsip」として要件を含む法文

が列挙されているため「原則」と訳した。 
xxv) 原語は「pembangunan」で、直訳すると「建設」となる

が、「開発」を適訳とした。 
xxvi) 例えば、税関、出入国管理、検疫、安全保障、治安、建

設（道路、水道、電気等）、交通、観光促進、国際協力等（第

３３条各項）。 
xxvii) インドネシア観光促進機構に対する中央政府の役割と地

方観光促進機構に対する地方政府の役割の規定の仕方は違っ

ており、中央政府が支援義務を有するのに対して、地方政府

は支援しうると規定されている。 
xxviii) 本章では、Pariwisata の語と Kepariwisataan の語が混

用されている。誤記の可能性がある。趣旨から推定すると、

本章の語は、Kepariwisataan で統一して理解するのが整合的

である。 
xxix) ママ。 
xxx) ママ。 
xxxi) ママ。 
xxxii) ママ。 
xxxiii) 原文は、daya tarik wisata。Wisata を観光旅行として

統一的に理解するならば、「観光旅行的魅力」となるが、日本

語としてやや不自然なので、「観光的魅力」とした。 
xxxiv) 原文では、「結びの規定」。 
xxxv) 「wisata」はサンスクリット語源の言葉で広く「旅行」

を意味する。インドネシア観光法において、「wisata」は、娯

楽のため、自己啓発のため、または訪問地の観光的魅力の独

自性を学ぶため、という目的によって、元々の意味よりも縮

小されて定義されている。「旅行」という要素が強い概念であ

る。 
xxxvi) 本稿では、Wisatawan を「観光旅行(Wisata)者」ともい

う。 
xxxvii)「pariwisata」の語は、インドネシア観光法において

は、観光者による行為というよりは、観光業者による行為の

中での用例が多い。 

xxxviii) インドネシア観光法においては、「pariwisata」概念に

より、見たり聞いたり体験したりといった「観光行為」を意

識することができる。「pariwisata」概念により、人の移動で

ある旅行から「観光」が分離されている。 
xxxix) 「kepariwisataan」は、「wisata」を語幹とする単語の

中で、もっとも広い意味を持つものとして定義されている。 
xl) 元外務省在インドネシア日本国大使館政務専門調査員、元

JICA 国際協力機構インドネシア司法改革支援企画調査員。 
xli) 法文の表現からは、pariwisata には、観光旅行中の、見

たり、聞いたり、体験したりする行為、交通、宿泊、案内、

土産物の売買などが含まれるようである。 
xlii) 法文の表現からは、kepariwisataan には、観光旅行の事

前と事後のさまざまな関連活動が含まれ、観光促進制度や観

光開発計画、観光現象の分析なども含まれてくるようであ

る。 
xliii) インドネシア法律用語としての「行為」は、通常、

tindakan であるので、kegiatan の主な訳語としては「活動」

を採用した。なお、kegiatan は、「行事」と訳されることもあ

る。 
xliv) 日本語を中心に考えると、「観光旅行」は広義の「観光」

に包含されると解釈する方が自然であるという批判がありう

るが、本節における分析はインドネシア語の、wisata、

pariwisata、kepariwisataan の論理関係に着目しているた

め、その批判は当たらない。 
xlv) 原文：「untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, 

atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang di 

kunjungi」 
xlvi) 「旅行先」といってもよい。 
xlvii) インドネシアの来訪外国人旅行客数は２０１１年時点で

約７６５万人と、世界的に見て上位にあるとはいえない（田

中（２０１４）p.105）。しかし天然資源輸出に依存した経済

から脱出すべく、政府は明確なビジョンと、ミッション、目

的を持って、中長期的な戦略で取り組んでいる（田中（２０

１４）p.117、Kementerian Pariwisata.(2017a,b).、

Titin.(2012)）。実際、インドネシア観光省は、観光法や国家

開発計画に基いて、主要１６ディスティネーションを設定し

て観光政策を進めている（和知他（２０１５）p.171）。イン

ドネシアの LCC の一つである Lion Air の保有機材数は、注文

済み機材数を含め 700 機に及んでおり、デルタ航空に匹敵

し、潜在的インバウンド需要の高さを物語っている（和知他

（２０１５）p.179）。この点、我が国も２０１５年１１月に

二階俊博日本・インドネシア国会議員連盟会長のイニシアテ

ィブにより１０００人規模の「日インドネシア文化経済観光

交流団」をインドネシアに派遣し、我が国とインドネシア相

互の来訪者を増加させるべく観光開発の国際協力が進んでい

る（日本経済団体連合会（２０１５年１２月１０日）、日本旅

行業協会（２０１５年１２月１日）、観光経済新聞（２０１５

年９月３０日）、トラベル watch（２０１５年９月１６日）、在

インドネシア日本国大使館（２０１３））。インドネシア入国

にかかる査証も一時は有料となるなど（鈴木（２００４）

p.63 参照。実際に有料化された。）観光開発の点では停滞とい

える制度改革があったが、２０１７年時点では、無料化が進

み、規制は大幅に緩和されている。インドネシアには熟練し

た観光ガイドが存在する観光地（ジョグジャカルタなど）が

あり（神田（２００３）p.189）、観光ガイドの育成が喫緊の

課題となっている我が国よりも先行している面もある。 
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